
1 ⁄ 7 

 

2022年 8月  

ご投資家の皆様へ  

 

しんきんアセットマネジメント投信株式会社  

 

2022年 5月～6月の議決権行使結果およびスチュワードシップ活動の概況について 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、当社運用の投資信託が保有する株式につきまして、2022 年 5 月から 6 月に開

催された株主総会における議決権行使指図の結果を取りまとめましたのでご案内いたしま

す。 

上記期間に開催された株主総会のうち当社投資先企業数は 1,272 社で、すべての保有株

式について議決権を行使しました。議案件数は 14,464件となっており、そのうち 1,757件

については反対行使をしました。反対行使を行った主な議案は、取締役・監査役の選解任

に係る議案、定款変更に係る議案、買収防衛策に係る議案および株主提案に係る議案とな

っております。 

議決権行使結果の詳細は、別紙１のとおりとなっております。個別議案ごとの議決権行

使結果につきましては、当社ホームページ（https://www.skam.co.jp/guideline/）で開示

しておりますので、ご参照ください。 

当社は、2014 年 5 月に「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・

コード≫の趣旨に賛同し、これを受け入れることを表明しており、また、2021 年 11 月に

PRI（国連責任投資原則）に署名しております。昨年度の活動内容および自己評価は、別紙

２のとおりとなっております。 

今後とも、スチュワードシップ活動を通じて、中長期的な視点から、投資先企業の企業

価値の向上や持続的成長を促すことにより、お客さまの中長期的な利益向上を実現できる

よう努めてまいります。 

しんきんアセットマネジメント投信株式会社 

Shinkin Asset Management Co., Ltd 

〒104-0031 東京都中央区京橋３丁目８番１号      URL：https:// www.skam.co.jp 

金融商品取引業者  関東財務局長(金商) 第３３８号 

加入協会／一般社団法人投資信託協会  一般社団法人日本投資顧問業協会 

https://www.skam.co.jp/guideline/
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別紙１ 

 

【議案別議決権行使状況】 

（2022年 5月～6月開催の株主総会） 

１．会社提案議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

賛成（A） 反対（B） 棄権（C）
白紙委任
（D）

反対棄権等合計（E）
（B+C）

議案数合計（F）
（A+B+C+D）

反対等行使比率
（E/F）％

取締役の選解任（※１） 8,199 1,237 0 0 1,237 9,436 13.1%

監査役の選解任（※１） 1,777 177 0 0 177 1,954 9.1%

会計監査人の選解任 26 0 0 0 0 26 0.0%

役員報酬（※２） 507 30 0 0 30 537 5.6%

退任役員の退職慰労金の支給 31 14 0 0 14 45 31.1%

剰余金の処分 818 11 0 0 11 829 1.3%

組織再編関連（※３） 17 0 0 0 0 17 0.0%

買収防衛策の導入・更新・廃止 0 39 0 0 39 39 100.0%

その他資本政策に関する議案（※４） 29 0 0 0 0 29 0.0%

1,267 36 0 0 36 1,303 2.8%

1 0 0 0 0 1 0.0%

12,672 1,544 0 0 1,544 14,216 10.9%
※１・・・原則的に子議案（候補者）ごとの賛否等の件数を集計
※２・・・役員報酬額改定、ストックオプションの発行、業績連動型報酬制度の導入・改訂、役員賞与等
※３・・・合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等
※４・・・自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、種類株式の発行等

２．株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

賛成（A） 反対（B） 棄権（C）
白紙委任
（D）

議案数合計（E）
（A+B+C+D）

賛成行使比率
（A/E）％

35 213 0 0 248 14.1%合計

合計

会社機関に関する議案

役員報酬に関する議案

資本政策に関する議案
（定款に関する議案を除く）

定款に関する議案

その他の議案

 

以 上 
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別紙２ 

 

【２０２１年度のスチュワードシップ活動の概況および自己評価】 

 

原則１：機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、こ

れを公表すべきである。 

 

 当社は、お客さまから委託された資金を運用し、お客さまの利益向上を目指す運用会社

として、受託者責任を遂行することを第一義と考えております。 

 当社は、受託者責任を果たすために、投資先企業の経営状況を的確に把握し、ESG（環境・

社会・ガバナンス）要素を含む中長期的な持続可能性（サステナビリティ）を考慮した分

析、評価の実施や建設的な「目的を持った対話」に努めました。また、議決権行使におい

ては、「議決権行使の判断基準」にもとづき、すべての保有株式について議決権を行使しま

した。 

 これらの活動を通じて、中長期的な視点から、投資先企業の企業価値の向上や持続的成

長を促すことにより、お客さまの中長期的な利益向上を実現できるように行動しているこ

とから、当該原則について適切に対応していると評価しております。 

 

 

原則２：機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反につい

て、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。 

 

当社は、当社または信金中央金庫のグループ会社とお客さまの間、ならびに当社のお客

さま相互間における取引等に関し、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引等

を適切に管理し、お客さまに安心して当社のファンドをご利用いただけるよう、利益相反

管理規程を制定し、「利益相反管理方針」をホームページ（https://www.skam.co.jp/coi/）

で公表しております。 

当社は、議決権行使の判断にあたっては、原則として「議決権行使の判断基準」にもと

づいて行動しており、また、投資判断についても、社内規程により管理態勢を整備してお

ります。利益相反が生じる場合は、「利益相反管理方針」に従い、お客さまの利益を最優先

するべく行動していることから、当該原則について適切に対応していると評価しておりま

す。 

 

 

原則３：機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切

に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。 

 

 当社は、投資判断を行う運用担当者による財務情報の分析に加えて、ESGを含めた非財務

情報の収集および分析を行うとともに、企業への取材等を継続的に実施することで、投資

https://www.skam.co.jp/coi/
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先企業の状況を的確に把握するよう行動していることなどから、当該原則について適切に

対応していると評価しております。 

 

特にアクティブファンドについては、運用戦略との整合性がとれる範囲において ESG 要

素を考慮した投資プロセスを導入しており、中長期的なパフォーマンスの向上に資するこ

とを目指しております。 

本年度は、以下のとおり決算発表やその他の機会を通じて、投資先企業および投資候補

先企業の経営陣や IR 部門などの担当者と個別対話等の場を持ちました。 

企業との対話状況（2021年度）

件数（件）

個別対話 191

うちマネジメントとの対話 105

説明会等 212

施設見学等 3

合計 406

形態

 

 

原則４：機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先

企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。 

 

 当社は、受託者責任を果たすために、サステナビリティを考慮し、中長期的な視点から

投資先企業の企業価値および資本効率を高め、持続的成長を促すことを目的とした対話を

当該企業と建設的に行うことを通じて、課題等に係る認識の共有化を図るよう行動してお

ります。 

 

 投資先企業の状況や当該企業との対話の内容等を踏まえ、企業価値が毀損されるおそれ

があると考えられる場合には、当該企業と課題等について更なる認識の共有化を図るとと

もに、改善に向けた取組みを促すよう行動しております。本年度は、女性の活躍推進、取

締役会の構成および気候変動などのテーマに関して、投資先企業の経営陣や担当者と対話

を行いました。 

当社は、投資先企業の公表された情報をもとに、当該企業との対話を行います。万が一、

未公表の重要事項を受領した場合は、インサイダー情報として社内規程に基づいて適切な

情報管理を実施しております。以上のことから、当該原則について適切に対応していると

評価しております。 
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[ 本年度における対話例 ]

対象企業 対話テーマ 対話内容等

A社 (輸送用機器) 気候変動

気候変動に関する取組みについて対話を行いました。同社の場合、

自社の拠点における温室効果ガス排出量の削減に係る取組みについ

ては一定の評価ができましたが、サプライチェーンにおける温室効

果ガス排出量の削減目標等に関する開示については、一層の充実化

が必要と考えられたことから、当該開示について議論しました。当

該開示を見直すためには課題等もありますが、今後も同社と対話を

継続する方針です。

B社 (陸運業)
女性の活躍推進、取締役会の

多様性

女性の取締役がいない企業と、女性の活躍推進および取締役会の多

様性に係る取組みについて対話を行いました。同社では女性従業員

が少ない中、女性の活躍推進に係るプロジェクトなどの取組みを実

施しており、また、女性の取締役に関しては、社内に候補者がいな

い状況ではあるものの、取締役会の多様性は課題として認識してい

るとの説明がありました。その後の株主総会において、同社で初め

て女性の社外取締役が選任されたことは評価できます。

C社 (電気機器) 人権問題

グローバルに事業展開している企業と、人権問題に係る取組みにつ

いて対話を行いました。同社の場合、自社の拠点における当該取組

みの状況については一定の評価ができました。その一方で、サプラ

イヤーにおける当該取組みの状況については改善の余地がみられた

ことから、取組みにおける課題等について議論しました。サプライ

チェーンにおける人権問題に係る取組みの充実化に向けて、今後も

同社と対話を継続する方針です。

D社 (輸送用機器) 取締役会の構成

取締役会における独立社外取締役の構成比率が低い企業と、取締役

会の構成に係る対話を行いました。同社では当該構成比率を高める

必要性を認識しているとの説明がありました。その後の株主総会に

おいて、同社が社内取締役を減員し、当該構成比率が改善されたこ

とについては前向きに評価できます。ただ、依然として当該構成比

率が1/3に満たないことから、今後も同社と取締役会の構成に係る対

話を継続する方針です。

E社 (化学) 取締役会の構成（親子上場）

親会社を有する企業と、取締役会の構成に係る対話を行いました。

本年度の株主総会において、同社が独立社外取締役を増員し、取締

役会における独立社外取締役の構成比率が1/3に引き上げられたこと

については一定の評価ができましたが、同社の場合は親会社を有す

ることから、当該構成比率のさらなる引上げについて議論しまし

た。その後の株主総会において、同社が独立社外取締役を増員し、

当該構成比率が過半数に引き上げられたことは評価できます。

 

 

 

原則５：機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つととも

に、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、

投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。 

 

当社は、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長に資するよう、「議決権行使の判断基

準」にもとづき、本年度はすべての保有株式について議決権を行使しました。 

議決権行使結果については、議案の主な内容ごとの集計結果および個別議案ごとの議決

権行使結果をホームページ（https://www.skam.co.jp/guideline/）において公表しました。

個別議案ごとの議決権行使結果の開示については、四半期ごとに実施しており、投資先企

業との対話等に資するものと考えております。 

本年度は、「議決権行使の判断基準」の見直しを実施しております。具体例としては、取

締役会構成に関する基準について、独立社外取締役を 2 名以上かつ 1/3 以上（従来は社外

取締役を 2 名以上かつ 1/3 以上）に変更したほか、多様性の観点から、TOPIX100 に採用さ

れている企業を対象として、女性取締役に関する基準を新たに導入しました。また、政策

https://www.skam.co.jp/guideline/
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保有株式に関する基準については、総資産に対する政策保有株式の比率を 10％未満（従来

は 20％未満）に変更しました。 

当社では、新型コロナウイルスの感染拡大が企業活動に大きな影響を与えている状況を

踏まえ、議決権行使における ROE 基準および配当基準に関する議案については、当該影響

を考慮し、基準の一部緩和もしくは適用見送り等を実施しました。 

議案については形式的な判断にとどまるのではなく、必要に応じて、一部の企業とは議

決権行使の議案に係る個別の対話を行い、その結果を一部の議案の賛否に反映させている

ことなどから、当該原則について適切に対応していると評価しております。 

なお、議決権行使助言会社のサービスについては、現在、当社では利用しておりません。 

 

 

原則６：機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果た

しているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行う

べきである。 

 

 当社は、個別議案ごとの議決権行使結果、「議決権行使の判断基準」およびスチュワード

シップ活動の概況について、ホームページ（https://www.skam.co.jp/guideline/）で定期

的に公表していることから、当該原則について適切に対応していると評価しております。 

 

 

原則７：機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環

境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づ

き、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための

実力を備えるべきである。 

 

 当社は、本コードの趣旨に則り、投資先企業の持続的成長に資するスチュワードシップ

活動を適切に行えるよう、投資判断を行う運用部から独立した運用企画部をスチュワード

シップ活動に係る企画立案を行う担当部署として位置付け、中長期的な視点で対話を行う

専任者を配置しております。 

本年度の企業との対話においては、当面の業績動向だけではなく、中期経営計画の方針

や計画を達成するための具体策および長期的な成長戦略や株主還元策など、株主価値を向

上させるための方策や効率的な資本政策について議論しました。また、ESG関連のセミナー

および勉強会に出席したほか、投資先企業の施設見学や REITの物件見学を行うことなどに

より、投資先企業の状況把握に努めました。 

 

当社は、投資先企業とサステナビリティの考慮にもとづいた対話を行うために、投資先

企業や事業環境等に関する理解を深め、スチュワードシップ責任を果たすための実力を高

めていくよう行動していることから、当該原則について適切に対応していると評価してお

ります。 

https://www.skam.co.jp/guideline/
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当社は、本コードの各原則の実施状況に係る自己評価を定期的に行うとともに、自己評

価の結果をスチュワードシップ活動の報告とあわせてホームページで公表しております。 

 

以 上 


